
傷病手当金等と報酬との調整 

    これまで、無給休職になるまで、傷病手当金等が支給されることはありませんでし

たが、平成２７年１０月以降は、病気休暇（１０割支給）や病気休職（８割支給）等

の休職期間についても報酬日額と給付日額を比較して、給付日額が報酬日額を上回っ

たときに傷病手当金の支給が始まります。 

＜原因＞ 

・休職前に、通勤手当や時間外手当が多く支給されていた場合など、休職前の報酬と

休職後の報酬の差額が大きい場合 

・給付日額は標準報酬月額／２２日、報酬日額は（基本給＋諸手当）／勤務を要する

日（２０日～２３日）で積算しており、勤務を要する日数が多いほど報酬日額が少

額となり、給付日額が報酬日額より多くなる場合 

一度支給がはじまると、以後の期間については、報酬日額が給付日額を逆転（支給

無し）しても支給期間とみなされ、無給休職期間（２年間）中に傷病手当金等の支給

期間が終了します。 

また、同一傷病で、復職、休職を繰り返している場合の休職期間は支給期間に通算

されます。 

 

【イメージ図】

移行後

移行前

 平成27年9月までは、病気休職（８割支給）期間中は、傷病手当金の支給は発生しなかった。

⇒ 無給休職の２年間について傷病手当金等の受給が可能

【支給開始日】無給休職に入り

給付日額＞給料日額

となり支給が始まる。

⇒ 無給休職中に傷病手当金等の支給期間が終了する。

【支給開始日】８割休職中であるが、

給付日額＞報酬日額となり差額分

の給付が始まる場合がある。

８割休職【１年】 無給休職【２年】

傷病手当金【１年６月】 同附加金【６月】
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２年間の給付が終了。
 ８割休職中に差額支給が発
生したことにより、標準報
酬制移行前に比べ、最大で
１年間、無給休職中の給付
期間が短くなる。
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 平成27年10月からは、病気休職（８割支給）期間中であっても、傷病手当金の一部支給が発生する場合
がある。

８割休職【１年】 無給休職【２年】

給付無し
同附加金【６月】傷病手当金【１年６月】


